
継続
項目数

新規
項目数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ）

(１)市民に優しい質の高い
　　行政サービスの提供 15 11 4 15 100%

(２)職員の意識改革と人材育成 17 15 2 17 100%

(３)スピード感を持った効果的な
　　行財政運営の推進 42 37 5 41 98%

(４)民間力のさらなる活用 3 2 1 3 100%

(５)市民との協働の推進 23 22 1 23 100%

(６)社会貢献活動の充実 12 12 0 12 100%

合　　計 112 99 13 111 99%

重点取組事項

計画項目数

（Ｂ）＋（Ｃ）

実施
した

項目数

実施率

（Ｄ）／（Ａ）

平成２８年度行政改革実施計画の実施状況（詳細） 

資料２ 





(1) 市民に優しい質の高い行政サービスの提供

22 23 24 25 26 27 28

【効果】
・広範な市民に対する迅速な情報
の提供

【課題】
・特になし

【効果】
・市民に分かりやすく、効率的な
職場環境の整備

【課題】
・特になし

【効果】
・大規模災害発生時に、物流・流
通機能が回復するまでの間、避難
者の避難所生活を確保

【課題】
・備蓄スペースの確保
・備蓄物資の適正な管理

検
討
・
準
備

3
継続
実施

防災資機材等
の備蓄

大規模災害が発生した際の緊急物資の
備蓄体制を整備するため、備蓄に関す
る行政・市民・事業者各々の立場での
考え方を整理するとともに、本市にお
ける備蓄の基本的な方向性を示すこと
を目的に備蓄計画を策定し、26年度か
ら4年間で、次のとおり資機材等の整
備を行う。

・小学校等を中心とした避難所等への
「地域内備蓄」
　78箇所
・本庁及び9支所への「集中備蓄」
　10箇所

18箇所の施設に防災資機材等の備蓄を
行った。

（内訳）
・地域内備蓄：名山小学校など17箇所
・集中備蓄：本庁

【その他】
平成28年熊本地震の際に、被災地から
要請のあった物資を支援物資として提
供した。

⇒ ⇒ ⇒ 行政管理課⇒2

危機管理課

所管課

実
施

広報課

実施スケジュール実施の効果・課題取組の概要

⇒ ⇒

№ 区分 28年度の実施状況項目名

1
継続
実施

ＳＮＳを活用
した市政情報
の発信

新たな情報発信媒体であるソーシャル
ネットワーキングサービス（ＳＮＳ）
を活用して市政情報を幅広くタイム
リーに発信するため、鹿児島市公式
Facebookページ・Tｗitter等を開設
し、情報発信を行う。
　※平成25年2月～3月試行運用、
　　平成25年4月から本格運用

引き続き、ＳＮＳを活用した市政情報
の発信を行った。

平成29年2月現在の全庁的な開設状況
・フェイスブック…17アカウント
・ツイッター…3アカウント
・ライン…2アカウント
・ウェイボー…1アカウント

実
施

⇒ ⇒

継続
実施

オフィスレイ
アウトの改善

オフィスレイアウトについて、効率性
や動線、市民の入り易さなどについ
て、本市の実情にあったレイアウト指
針を策定し、効率的で市民に親しまれ
る職場環境づくりを進める。

引き続き、効率的で市民に親しまれる
職場環境づくりを進めた。

※これまでの実績
・東桜島支所
　ローカウンターの増設
　掲示板の改善

・吉野福祉課
　介護保険相談員をローカウンター
　へ移動　など

⇒

検
討
・
準
備

実
施

検
討
・
準
備

⇒

- 1 -
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(1) 市民に優しい質の高い行政サービスの提供

22 23 24 25 26 27 28
所管課実施スケジュール実施の効果・課題取組の概要№ 区分 28年度の実施状況項目名

【効果】
・行政サービスの向上
・地域振興・地域支援の実施
・地域拠点としての支所機能の強
化

【課題】
・未達成項目の検討

【効果】
・来庁者の利便性の向上
・窓口の混雑緩和
・取扱件数　7,838件

【課題】
・来庁者の時間延長時への分散化
・来庁者の待ち時間の短縮

【効果】
・これまでの推進校の取組によ
り、余裕教室活用の課題や手順等
が明らかになった。
・社会のニーズや法改正を基に、
児童クラブ等の優先的な活用を進
めていくことができた。

【課題】
・社会教育団体等が活用する場
合、日中の駐車場確保が困難であ
る。
・外部が余裕教室を活用する際、
施錠等の施設管理を学校の管理下
とは別にする必要がある。
・外部者が校舎内に自由に出入り
することによる子供たちの安全対
策が必要となる。

4
継続
実施

支所機能充実
プランの推進

⇒ ⇒

5

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒
教育委員会学校教
育課

地域住民に身近な支所について、行政
サービスの充実や、地域振興・地域支
援の実施など、支所機能のさらなる充
実を図る。

支所機能充実プランに基づく取組を推
進するとともに、毎月開催の地域振興
関係業務連絡会において、検討課題の
協議や支所間の情報共有等を図った。

・地域振興嘱託員の活用
・支所業務連絡会議,事務連絡会の実
施
・情報コーナーや情報ボックスの設置
・施設整備の充実
・未達成項目の検討

⇒⇒
継続
実施

住民異動シー
ズンの窓口開
設時間の延長
及び休日開設

18年3月から、住民異動シーズンにお
いて、利用者の多い窓口の平日の開設
時間の延長及び休日の窓口を開設して
いる。
22年3月からは、新たに市民税課・谷
山支所税務課における原付自転車（軽
自動車税）の新規・廃車受付窓口及び
資産税課・谷山支所税務課における税
証明発行窓口についても同様に開設時
間の延長、休日開設を行っている。

平日の開設時間の延長及び土・日曜日
の窓口の開設を行った。(本庁・谷山
支所)
・29年3月25日（土）～4月7日（金）
の14日間

　平日：19時まで
　土日：8時30分～17時15分
［開設した主な業務］
　・住民異動、国民健康保険、国民
    年金、福祉関係の諸手続き、
    就学事務、税証明 など

実
施

⇒

継
続
実
施

⇒

地域振興課
9支所

実
施

⇒

⇒ ⇒ ⇒ 市民課

・校長研修会等を通して、余裕教室の
活用について各学校への更なる周知を
図った。
・作成したリーフレット「余裕教室の
活用について」を、市立の全小・中・
高等学校と各公民館を通して市民に配
布した。

継続
実施

学校の余裕教
室の活用

「鹿児島市立学校余裕教室活用計画指
針」（26年3月改訂）に基づき、児童
生徒の学習指導や地域住民の社会教育
の充実等を図るため、余裕教室の活用
を推進する。

6 ⇒ ⇒ ⇒



(1) 市民に優しい質の高い行政サービスの提供

22 23 24 25 26 27 28
所管課実施スケジュール実施の効果・課題取組の概要№ 区分 28年度の実施状況項目名

【効果】
○学校教育課
・希望する児童生徒を対象に、補
充的な学習や発展的な学習を行っ
たことにより、学習意欲が高まっ
た。

○保健体育課
・泳力、体力の向上と水難事故防
止
・運動機会の確保と交流機会の拡
充

【課題】
○学校教育課
・土曜授業による教員の振替休日
取得に伴い、これまでどおりの実
施が困難である。

○保健体育課
・プール監視員の確保
・プール開放日数の確保
　(降灰対策、天候不良等)

【効果】
・救命率の向上及び後遺障害の軽
減などの効果が得られた。

【課題】
・救急医の確保

市立病院総務課
消防局警防課

⇒8
継続
実施

ドクターカー
の運用

長期休業中に、各学校において希望す
る児童生徒を対象として、補充的な学
習や発展的な学習、水泳教室等を行
う。

○学校教育課
１　実施期間　　夏季休業中
２　実施場所　　各学校の教室等
３　実施時間　　午前又は午後
４　参加状況
　校数　小学校： 73校 （93.6%）
　　　　中学校： 31校 （79.5%）
　　　　　　計：104校 （88.9%）
　平均日数 　小：8.2日　中：10.7日
　一日平均 　小：2,799人（8.6%）
　　参加者　 中：1,254人（7.9%）
　　　　　 　計：4,053人（8.3%）
　延べ参加者数　小学校：22,951人
　　　　　　　　中学校：13,421人
　　　　　　　　　　計：36,372人
　　※　割合は、市内全学校数と市内
　　　全児童生徒数を基にして算出

○保健体育課
学校の長期休業中に、希望する児童生
徒に対し、補充的な学習や水泳教室等
を実施した。
【プール開放の状況】
　・開放期間　7/21(木)～8/31(水)
　・開放日平均　10.5日
    (H27：10.8日、H26：9.1日、
                       H25：10.6日)
　・実施校数 小学校74校 中学校２校
 (プール改修工事で未実施：小学校３校)
　・利用者数　51,076人(延べ)
    (H27：53,546人、H26：42,485人、
                      H25：53,365人)
【児童生徒1人あたりの開放プール利
用回数】
　・1.7回/年(H21)→1.6回/年(H28）
    (H27：１．７回、H26：１．４回、
　　　　　　　　　　　H25：１．７回)

継
続
実
施

⇒

消防局が実施主体となり、市立病院と
連携し救急医療のさらなる充実（救命
率の向上、後遺障害の軽減など）を図
るため、本市の救急業務として、ドク
ターカーを運用する。

・月曜日から土曜日の昼間のみ運用

　出場件数　1,141件
　搬送人員　　821人
　稼働日数　　293日

⇒ ⇒
教育委員会学校教
育課
保健体育課

7
継続
実施

学校の長期休
業中の施設活
用

⇒

⇒ ⇒

検
討
・
準
備

実
施

⇒
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(1) 市民に優しい質の高い行政サービスの提供

22 23 24 25 26 27 28
所管課実施スケジュール実施の効果・課題取組の概要№ 区分 28年度の実施状況項目名

【効果】
・自動精算機の稼働時間延長で、
会計窓口の混雑緩和が図られ、会
計終了までの時間短縮となった。

【課題】
・自動精算機利用率向上のため、
自動精算機を利用しやすい環境の
整備

【効果】
・大学や人の集まる場所に期日前
投票所を設置したことで、有権者
の利便性が向上し、期日前投票者
数が増加した。
（期日前投票者数）
・市議選
　45,112件（前回比　+5,855件）
・参議選（選挙区）
　64,518件（前回比　+15,659件）
・市長選
　29,777件（前回比　+5,550件）

【課題】
・従事者の適正配置

【効果】
・個人番号カードの取得者は、本
市の福祉関係などの窓口やその他
の行政機関で住民票の写し等の添
付書類を省略でき、利便性が向上
する。（29年7月以降の情報連携
後）
・個人番号カードの交付に伴い、
コンビニ交付の利用増が想定され
る。
・コンビニ交付の利用増に伴い、
市民課関係窓口の混雑解消が図ら
れる。

【課題】
・より多くの市民に個人番号カー
ドを取得していただくために、広
報を充実させていく必要がある。

⇒ ⇒
市立病院医事情報
課

選挙管理委員会事
務局

⇒

・4月17日執行の鹿児島市議会議員選
挙から、「鹿児島国際大学」に期日前
投票所を新設した。
　期　間：4月12日～4月13日（2日
間）
　投票者：418人
・11月27日執行の鹿児島市長選挙か
ら、「イオンモール鹿児島」に期日前
投票所を新設した。
　期　間：11月23日（1日間）
　投票者：1,652人

・出生などに基づき、通知カードを交
付
・申請に基づき、個人番号カードを交
付
・特設会場の設置（本庁と谷山支所の
み。その他の支所は既存窓口）
　本庁　　　平成28年12月末まで
　谷山支所　平成29年3月末まで
・平日に来庁できない方のために、第
2・第4日曜日を開庁

個人番号カード交付等の状況（29年3
月末）
(1)交付申請件数   　59,978件
(2)カード交付枚数 　48,378枚

⇒ 市民課

実
施

⇒

28年1月から開始された個人番号カー
ドの円滑な交付を図り、行政サービス
及び市民の利便性の向上を図る。

期日前投票の利便性向上を図り、若い
世代の選挙参加につなげることを目的
として、期日前投票所の増設に取り組
む。

10
継続
実施

検
討
・
準
備

実
施

検
討
・
準
備

期日前投票所
の新設

11
継続
実施

個人番号カー
ド交付事業

9
継続
実施

外来患者の待
ち時間の短縮

外来患者の待ち時間について、再診予
約制の充実、自動精算機の利用率向上
などの取り組みにより、待ち時間の短
縮を図り、患者サービスの向上を図
る。

再診予約制の充実や自動精算機の利用
率向上に取り組んだ。
※自動精算機の稼働時間の延長を28年
4月より実施
　27年度まで　　8時半～14時半
　28年4月から　 8時半～17時
・自動精算機利用率
　27年度58％
　28年度72％

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒



(1) 市民に優しい質の高い行政サービスの提供

22 23 24 25 26 27 28
所管課実施スケジュール実施の効果・課題取組の概要№ 区分 28年度の実施状況項目名

【効果】
・公開データが地元ＩＣＴ企業等
で活用され、スマートフォン用の
アプリーケションの開発などによ
り、市民生活の利便性向上、地域
経済の活性化等が期待される。
・かごしまＩＴフェスタ開催事業
では、来場者約1,300人にオープン
データをＰＲできた。

【課題】
・公開データの利活用促進方法の
検討及び活用状況の把握

【効果】
・有権者が、期日前投票を利用し
やすくなり、期日前投票者数が増
加した。
・期日前投票所における有権者の
待ち時間の短縮に一定の効果が
あった。
（期日前投票者数）
・市議選
　45,112件（前回比　+5,855件）
・参議（選挙区）
　64,518件（前回比　+15,659件）
・市長選
　29,777件（前回比　+5,550件）

【課題】
・特になし

【効果】
・相談者へのワンストップ対応が
より迅速に行われるようになっ
た。

【課題】
・特になし

保護第一課

選挙管理委員会事
務局

ハローワーク
窓口の庁舎内
設置

Ｈ28
新規

Ｈ28
新規

10月17日にハローワークの窓口を含め
た「生活・就労支援センターかごし
ま」を東別館１階に設置した。

・支援センター利用状況
  1,318件
（窓口1,017件・電話301件）

・4月17日執行の鹿児島市議会議員選
挙から、本庁及び各支所の市民課窓口
並びに本庁及び谷山支所の市民相談窓
口（計12箇所）に期日前投票宣誓書を
事前配置するとともに、同宣誓書の市
ホームページからのダウンロードを開
始した。
・7月10日執行の参議院議員通常選挙
及び鹿児島県知事選挙から、投票所整
理券に期日前投票宣誓書を併記して、
有権者に送付した。

※市議選における期日前投票宣誓書の
事前記入提出者数4,385人

就職を希望する生活困窮者等へ、市の
自立相談支援員等とハローワークの支
援員が連携して、ワンストップでの支
援を行う。
①生活困窮者等への対応
生活自立支援センターや雇用相談室に
来られた方へ、求人検索端末を利用し
ていただいたり、ハローワーク職員・
雇用相談員による相談対応等を行う。
②生活保護受給者への対応
ケースワーカー、被保護者就労支援
員、ハローワークの支援員が連携して
対応する。
③高齢者への対応
就職を希望する高齢者へ自立相談支援
員とハローワークの支援員が連携して
対応する。また、臨時的・短期的な仕
事を希望する高齢者へは、併設するシ
ルバー人材センター窓口で仕事を紹介
する。

実
施

期日前投票宣誓書については、これま
で、期日前投票所で記入してもらって
いたが、事前に配布することにより、
有権者がより投票しやすい環境を整備
する。

・28年7月、本市ホームページにて地
理情報などの公共データの公開を開始
した。(28年度末公開データ数：58)
・かごしまＩＴフェスタ開催事業と連
携を図り、オープンデータに関する講
演会やアイデアコンテストを実施し
た。

情報システム課

14

13

12
Ｈ28
新規

オープンデー
タ化の推進

本市が保有する公共データについて、
市民や企業などが利活用しやすいよう
に、商用利用を含めた二次利用可能な
条件等で公開するオープンデータ化を
推進する。

期日前投票宣
誓書の事前配
布

実
施

実
施

- 5 -
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(1) 市民に優しい質の高い行政サービスの提供

22 23 24 25 26 27 28
所管課実施スケジュール実施の効果・課題取組の概要№ 区分 28年度の実施状況項目名

【効果】
・患者の利便性の向上

【課題】
・特になし

検
討
・
準
備

実
施

市立病院
医事情報課

28年4月から窓口、自動精算機でのク
レジットカード取扱開始

・取扱件数
　10,258件
（窓口1,443件・自動精算機8,815件）

15
Ｈ28
新規

クレジット
カードによる
診療費の支払
い

市立病院での医療費のクレジットカー
ドによる支払いを可能とする。



(2) 職員の意識改革と人材育成

22 23 24 25 26 27 28

【効果】
・職員の政策形成能力などの向上

【課題】
・社会経済情勢等を踏まえた研修
内容の検討

【効果】
・行政改革に対する職員の意識の
向上

【課題】
・研修成果の業務への活用

【効果】
・民間企業のコスト意識や接遇・
サービス意識などの直接的な学習

【課題】
・研修成果の業務への活用

【効果】
・職員としての使命感と職責の再
認識

【課題】
・研修効果の測定や業務への活用

所管課

⇒ ⇒

№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒1
継続
実施

新しい人事評
価制度の導入

従来の勤務評定を改め、職員の資質・
能力の向上並びに意欲を高めることを
目的とした人事評価制度を導入する。

25年度から全職員に対して本格実施
(※交通局の技能労務職員（一部）は
試行実施)している。
また、制度の客観性・信頼性を高める
ため、フォロー研修等(評価者研修や
目標設定訓練)を実施した。

検
討
・
準
備

2
継続
実施

職員の能力向
上を図る研修
の実施

職員の政策形成能力やコミュニケー
ション能力に加え、市民との協働によ
るまちづくりを進めるために必要な対
外折衝能力やコーディネート能力等の
向上を図るとともに、常に経営感覚を
持って仕事を創意工夫する職員を育成
する。

政策形成能力の向上をはじめ、職員
個々の能力を向上させる研修を実施し
た。
・基本研修、専門研修、派遣研修、職
場研修

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒

3
継続
実施

行政改革に関
する意識改革
の推進

行政改革に関する職員研修を実施す
る。

本市の財政及び行政改革についての理
解と認識を深めるため職員研修を実施
した。
・新任係長研修（受講者64人）
・採用5年目研修（受講者87人）

継
続
実
施

人事課
行政管理課

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

4
継続
実施

民間企業での
職員研修

新規採用職員及び中堅職員を対象に民
間企業での職員研修を実施し、民間の
感覚や接遇マナー等を身につけた職員
の養成を図る。

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

5
継続
実施

公務員倫理研
修の充実・強
化

公務員としての倫理・規範意識の向上
や法令遵守の徹底等についての研修を
実施することにより、市職員としての
使命と職責を自覚し、市民から信頼さ
れる職員を育成する。

人事研修係長を講師とした公務員倫理
研修や自治研修センターの階層別研修
の中での講義を通して、公務員として
の倫理的な行動のあり方等について研
修を実施した。
[受講者数]延べ1,240人
・庁内研修　793人
・自治研修センター　447人

検
討
・
準
備

人事課
実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

【効果】
・職員の資質や能力の向上
・組織の活性化

【課題】
・評価書類の引継のルール化
・評価事務の負担軽減

新規採用職員を対象に、民間企業等へ
の派遣研修を実施
・山形屋、サンロイヤルホテル　93
人、5日間

高度で専門的な知識や技術、広い視野
を持った職員の育成を目的として、派
遣研修を実施
・(株)日本政策投資銀行　1人　2年間
・地方公共団体金融機構　1人　2年間
・(財)地域活性化センター　1人　2年
間
・(財)自治体国際化協会　1人　3年間

⇒ ⇒

⇒

人事課

人事課

人事課
交通局総務課
水道局総務課
市立病院総務課
船舶局総務課

- 7 -
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(2) 職員の意識改革と人材育成

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・質の高い行政サービスの効率的
な提供と職員の改善意識向上に寄
与した。

【課題】
・職員の改善意欲の向上

【効果】
・「満足」の割合
　　　　　　　27年度　28年度
　身だしなみ　72％ ⇒ 73％
　言葉づかい　74％ ⇒ 76％
　説明の仕方　73％ ⇒ 74％
　整理整頓　　66％ ⇒ 68％
　サービス　　72％ ⇒ 73％
　ﾌﾛｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ  77％ ⇒ 63％

【課題】
・アンケート結果の窓口対応への
反映

【効果】
・職員のごみの減量化・資源化に
対する意識の向上

【課題】
・効果的な研修内容の検討

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

行政管理課
交通局総合企画課
水道局経営管理課
船舶局総務課

行政管理課6
継続
実施

業務改善運動
の実施

各職場における業務の執行等につい
て、主体的かつ創意工夫による業務改
善の取組みを通じて、市民本位の質の
高い行政サービスの効率的な提供を推
進するとともに、職員のさらなる改善
意識の向上を目指して、全庁的な業務
改善運動を実施する。

各職場において、課長を業務改善マ
ネージャー、係長等を業務改善リー
ダーとして選定したほか、研修会を実
施し、業務改善に取り組んだ。
〔改善実績〕352項目
〔改善実績の事例〕
　・昼窓勤務体制の改善
　　（市民税課）
　・ファイリングの改善
　　（郡山支所税務課）

検
討
・
準
備

実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

7
継続
実施

職員提案制度
の充実

職員一人ひとりが高い意識をもって、
業務改善や業務執行に取り組むよう、
職員提案制度の充実を図る。

前年に引き続き、行政課題をテーマに
提案を募集する「課題提案部門」を設
けるなど、提案しやすい環境づくりに
努めた。
　市長部局・教育委員会 43件、
　交通局 29件、水道局 11件、
　船舶局 14件

実
施

⇒ ⇒

8

【効果】
・職員の自由な発想力や着眼点の
育成

【課題】
・提案しやすい制度の検討

市民相談センター

9
継続
実施

ごみ減量リー
ダー研修会の
実施

市役所のごみの適正排出を図り、ごみ
の減量化・資源化を推進するととも
に、地域におけるごみ減量リーダーの
役割を担ってもらうため、市職員にご
み減量に関する研修を実施する。

ごみの減量化・資源化意識の向上を図
るため、ごみ減量リーダー研修会等を
実施した。

・ごみ減量リーダー研修会の実施
　　 139人受講

検
討
・
準
備

実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 資源政策課

継続
実施

窓口アンケー
ト調査の実施

市民が申請・届出等で訪れる主な窓口
について、市民サービス満足度アン
ケート調査を行い、窓口の改善に役立
てる。

市民が申請等で訪れる56課（H28年
度）の窓口について、市民サービス満
足度調査を行った。

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒



(2) 職員の意識改革と人材育成

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・職員の資質の向上が図られると
ともに、接遇マナーが向上するこ
とにより、公共交通機関を運行し
ていくための基本である「安全運
行」と「接客サービスの向上」が
図られる。また、監督すべき立場
の職員の意識改革が図られる。

【課題】
・研修実施後のアンケートに基づ
く研修内容の検証

【効果】
・安心安全な質の高い医療の提供

【課題】
・業務に影響を与えない工夫

【効果】※効果額を含む
・患者サービスの質の向上
・チーム医療のコーディネーター
　として組織全体の発展に寄与
・看護職員の実践モデル
・病院内外の講師として地域看護
　の質向上に寄与

【課題】
・資格取得のための長期間の職員
　不在への対応

10
継続
実施

職員研修の充
実

市電・市バスの運転士に対する安全運
行に関する研修や職員の意識改革に関
する研修など、職員研修の充実を図
る。

市電・市バスの乗務員や整備職員に対
する事故防止等に関する研修を行った
ほか、外部から講師を招聘し、意識改
革研修を実施した。また、27年度から
開始した、局採用の新任主査職員を対
象とした研修を引き続き実施した。

継
続
実
施

継
続
実
施

認定看護師資
格取得への支
援

認定看護師の資格取得を支援すること
により、看護職員の質を高め、患者
サービスを向上させる。

認定看護師の資格取得を目指す看護職
員2人に対する支援を行った。
（認定看護師の資格取得は平成29年
度）

※平成28年度末の資格取得者数20人
（目標20人）

11
継続
実施

職員研修の充
実

12
継続
実施

医療安全、感染対策等医療に関する院
内全体研修会や職種ごとの各科研修な
ど職員研修の充実を図る。

医療安全、感染対策等医療に関する院
内全体研修や接遇研修、職種ごとの各
科研修などを実施した。
1.医療安全に関する職員全体研修
　平成28年8月24日（参加者1,259名）
　平成29年2月15日（参加者1,250名）
2.感染対策に関する職員全体研修
　平成28年6月16日（参加者1,223名）
　平成28年12月1日（参加者1,245名）
3.接遇研修
　全体　平成29年2月23日(参加者142
名)
　新採　平成28年7月20日・21日(参加
者64名)
4.各科教育研修
　看護部・放射線技術科等
5.防災訓練・消防訓練
等

市立病院総務課

⇒ ⇒ 市立病院看護部⇒ ⇒ ⇒ ⇒

交通局総務課⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒ ⇒ ⇒

- 9 -
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(2) 職員の意識改革と人材育成

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・災害時における応急復旧等に対
応できる体制確保
・事業全般に係る見識の醸成

【課題】
・継承すべき知識・技術の洗い出
し

【効果】
・職員の接遇、安全意識、緊急事
態への対応能力及び顧客信頼度の
向上
※H25からアンケート実施
　アンケートで役に立つと
　答えた割合
  82.7％
【課題】
・特になし

【効果】
・地域を知り、きめ細やかに地域
（市民）ニーズを汲み取る意識の
向上
・市民本位の再認識

【課題】
・研修成果の業務への活用

【効果】
・職員のストレスの程度を把握
し、職員自身のストレスへの気付
きを促すことでメンタルヘルス不
調を未然に防止する。

【課題】
・ストレスチェック受検率や面接
指導等実施率の向上

14
継続
実施

職員研修の充
実

全職員を対象とした接遇研修、総合訓
練、船員を対象とした安全教育研修、
船員法に基づく操練のほか、安全管理
システム（SMS）の導入に伴い、安全
運航、海洋環境の保護、緊急事態への
対応など、研修（教育・訓練）の充実
を図る。

・操練　月1回各船・各班で実施、合
計156回
・教育訓練5/8～13　全船員対象90名
・接遇研修10/13～14　受講者116名

実
施

職員（市長事務部局、消防局、市立の
小中高校の職員を除く教育委員会及び
行政委員会の再任用を含む職員）等を
対象としたストレスチェックを実施す
る。
・ストレスチェック(検査）、医師に
よる面接指導、集団分析

　対象者　3,559人
　受検者　3,520人
　高ストレス者　250人
　面接指導　88人

15
継続
実施

地域ニーズ発
見研修の実施

「市民が主役の市政の推進」を再認識
するとともに、きめ細やかに地域ニー
ズを汲み取る意識をさらに高めること
を目的として、地域住民が集う市営施
設での管理運営業務等を体験する研修
を実施する。

採用11年目職員を対象に実施
・対象者：34名
・期間：8月～2月までのうち、2日間
・研修施設：56施設
すこやか子育て交流館、高齢者福祉セ
ンター、ゆうあい館、よかセンター、
マリンピア喜入、地域福祉館等

船舶局総務課
船舶運航課

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

検
討
・
準
備

実
施

13
継続
実施

上下水道技術
の継承

災害時等における緊急工事に必要な、
配水管連結作業等の実技研修をはじ
め、水道局職員として継承すべき知識
や技術に係る研修の充実を図る。

浄水場及び処理場の維持管理、水道・
下水道の水質管理、配水管連結作業な
ど水道局職員として継承すべき知識や
技術に係る研修を計13回実施した。

水道局総務課

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

人事課

人事課

16
Ｈ28
新規

職員ストレス
チェックの実
施

労働安全衛生法の一部改正に伴い、職
員のストレスの程度を把握し、職員自
身のストレスへの気付きを促すことで
メンタルヘルス不調を未然に防止する
ために、ストレスチェックを全職員等
に実施する。

実
施

⇒



(2) 職員の意識改革と人材育成

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・救急救命士及び救急資格者を継
続的に養成することにより、救急
需要の増大に伴う救急要請ピーク
時に対応するための非常用救急車
の乗換え運用が実施可能となる。

【課題】
・特になし

17
Ｈ28
新規

救急救命士養
成・研修及び
メディカルコ
ントロール体
制の推進

　救急業務の高度化や救急需要の増大
に対応するため、救急救命士や救急資
格者を計画的に養成する。
　また、救急業務全般に係る教育につ
いて、日常的に組織内で実施して救急
業務の質を向上させるため、指導的立
場の救急救命士を養成するとともに、
救急処置の拡大に伴う必要な研修所派
遣や研修等を行う。

・救急救命士養成研修所派遣（4人）
・県消防学校救急科派遣（18人）
・指導救命士養成（2人）
・処置拡大講習派遣（12人）
　※上記研修所派遣（計36人）
・各種救急訓練及び研修の実施

実
施

消防局警防課

- 11 -
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28

【効果】
・業務の効率化
・市民サービスの向上

【課題】
・特になし

【効果】
・新たな行政課題への的確な対応
や市民サービスの向上

【課題】
・特になし

【効果】
・職員定数の適正化
　　H27.4　　H28.4
　　5,618人→5,596人(△22人)
（内訳）
　市長事務部局等　△24人
　市立病院　　　　＋ 4人
　交通局　　　　　± 0人
　水道局　　　　　△ 2人
　船舶局　　　　　± 0人

【課題】
・特になし

継
続
実
施

⇒

継
続
実
施

⇒

№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況

⇒1
継続
実施

情報システム
の最適化

これまでは各業務のシステムについて
個別に効率化を図ってきたが、個々の
プログラムやデータ連携機能が複雑化
するとともに、特定メーカーの独自技
術に依存することにより他メーカーが
参入できないといった課題がある。こ
れを改善するため、全庁的な観点に
立ってシステムを再構築し、業務の効
率化や市民サービスの向上などを図
る。

住民情報系システム全体の効率的な運
用を図るため、27年度に引き続き住民
台帳系システム、保健・福祉系システ
ム及びデータ管理系システムの再構築
を行い28年12月より運用を開始した。

⇒ 情報システム課

実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

検
討
・
準
備

実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒

行政管理課
交通局総務課
水道局経営管理課
市立病院総務課
船舶局総務課

⇒3
継続
実施

適正な定員管
理の推進

行政管理課
交通局総務課
水道局経営管理課
市立病院総務課
船舶局総務課

⇒ ⇒ ⇒

2
継続
実施

時代に即応し
た組織・機構
の整備

社会経済情勢の変化や市民ニーズに的
確かつ迅速に対応できる、スリムで効
率的・機能的な組織・機構を整備す
る。

社会経済情勢の変化等を踏まえなが
ら、スクラップアンドビルドを基本と
する組織・機構の見直しを行った。

（28年4月）
　○経済局を再編し、「産業局」及び
　　「観光交流局」を新設
　○健康福祉局に「子ども未来部」を
    設置  など

業務の効率化や業務量の変化に応じた
見直しを行い、適正な定員管理を推進
する。

業務量の変化等に応じた職員定数の見
直しを行った。



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・職員数の見直しを行った。
　△4人
（減員数は、(3)-3「適正な定員管
理の推進」に含む）

【課題】
・特になし

【効果】
・市税収納率の向上
　27決算    　94.89％
　28決算    　95.69％

【課題】
・新規滞納者への早期対応

継続
実施

市税収納率の
向上対策

市税の現年度課税分及び滞納繰越分に
ついて、徴収強化策を積極的に推進
し、滞納件数・金額の縮減と収納率の
向上を図る。

事務の効率化を図るとともに、納税お
知らせセンターや納税嘱託員・滞納整
理嘱託員の活用、滞納整理のスキル
アップ研修の充実など、市税の徴収強
化策を実施した。
特に個人住民税について、地方税法４
８条に基づく県への徴収引継ぎや、県
税徴収対策官と市町村職員の相互併任
方式による滞納整理の取り組みを実施
した。

納税課⇒⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 関係課4
継続
実施

正規職員の嘱
託員への切替

業務の特性や業務執行体制の効率化な
どを総合的に検討し、正規職員で対応
している業務を嘱託員対応に切り替え
る。

学校調理員業務
　職員4人 → 嘱託員4人

【これまでに切り替えた主な業務】
交付収納業務、介護保険窓口収納業
務、平川動物公園管理業務、公民館館
長業務、市立高等学校図書事務、学校
用務員業務、学校給食調理業務、介護
認定業務、計量検査業務、市場巡視業
務、国民年金受付等業務、斎園業務、
介護認定業務、電話交換業務、国民健
康保険相談業務

継
続
実
施

⇒

5

- 13 -
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・未収債権の縮減
　※不動産公売による滞納解消
　　　　　　約　6,593万円
　　　　　　(28年度決算見込み)
　
　※多重債務者の過払金返還請求
　　による滞納解消
　　　　　　約　　301万円
　　　　 　 (28年度決算見込み)

【課題】
・債権回収に当たる職員のスキル
　アップを図る必要がある。
・公租・公課以外の未収債権につ
　いては、財産調査の方法等を検
　討していく必要がある。

【効果】
・4億3,935万円の縮減

【課題】
・取組の効果は出ているが、引き
続き、事務事業の見直しを推進す
る必要がある。

【効果】
・経常経費
　　約5億2,941万円の縮減
・補助金　9事業の廃止等
　　約3,736万円の縮減
・地方債
　　約56億6,046万円の抑制
（起債額と元金償還見込額の比較）

【課題】
・取組の効果は出ているが、引き
続き、財政の健全化に努める必要
がある。

7
継続
実施

事務事業の見
直しの推進

社会経済情勢の変化、市民ニーズの多
様化に応じて、効率性や効果という観
点から事務事業を見直す。

28年度予算において、6事業を廃止
し、62事業を縮減・統合するなど、事
務事業の全般にわたり費用対効果を検
証し、限られた財源を有効活用するた
めの徹底した見直しを行った。

継
続
実
施

8
継続
実施

健全財政の維
持

本市の財政の健全性を維持するため、
(1)事務事業の見直し、実施方法等の
効率化による経費の節減・合理化
(2)地方債の活用については、後年度
交付税措置の状況を踏まえた上で、新
規発行を元金償還金の範囲内に抑制
(3)補助金見直し指針に基づき、事業
の公益性、行政責任の度合いなど行政
効果等を厳しく精査し、廃止、統合、
終期の設定や補助条件の明確化により
整理合理化を実施する。

経常経費等の更なる縮減に努めるとと
もに、地方債の活用にあたっては、交
付税措置の状況を踏まえ、新規発行を
元金償還金の範囲内にするなど、発行
抑制に努めた。また補助金について
は、補助金見直し指針に基づき、事業
の公益性や行政効果等を厳しく精査
し、廃止・縮小等の見直しを行った。

継
続
実
施

継
続
実
施

6
継続
実施

⇒⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

市税及び市債
権の徴収対策
の強化

負担の公平性や財源の確保を図り、健
全財政を維持するため、市の未収債権
について、その縮減及び収納率向上の
ために市税徴収のノウハウを活用した
滞納整理を強化する。

1　市税の徴収強化策
（1）捜索の実施（3件）
（2）不動産公売の実施（1回）
（3）滞納整理指導員の活用

2　市税以外の市債権の徴収強化策
（1）債権回収対策本部会議の開催
      ・全庁的な徴収月間の設定
　　　・徴収強化策の検討
（2）全庁的な滞納整理研修の実施
　　　・弁護士資格を有する職員に
　　　　による研修
        (1回 H28.10.4 26課）
　　　・滞納整理指導員による研修
        (1回 H28.8.31 16課）
（3）納税お知らせセンターによる
　　　納付勧奨
 (4）非強制徴収債権の支払督促の
　　　申立て
（5）多重債務者の過払金返還請求
　　　による滞納者の救済と滞納解消
　　　・市民相談センター及び
　　　　消費生活センターとの連携
      ・催告書等へのチラシの同封

財政課

特別滞納整理課⇒ ⇒⇒

財政課



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・公用車の稼働状況の改善

【課題】
・集中管理担当課の業務量増への
対応

【効果】
・売却益　約　 1,926万円
・貸付益　約　 1,826万円

【課題】
・利活用実施計画に沿った利活用
が困難な場合の対応

【効果】
・貸付益（増収分）74万円
　（28年度実績）

【課題】
・特になし

【効果】
・平成29年3月31日現在
　　　収入率　81.89％(現年)
　　　　　　　19.49％(滞繰)
　昨年同時期
　　　収入率　81.07％(現年)
　　　　　　　17.70％(滞繰)

【課題】
・所得金額が100万円未満の世帯が
６割を占めており、納付困難世帯
が多い。
・また、滞納処分で預貯金・給与
等の財産調査を実施しても、差押
え可能な財産が無いケースがあ
る。

検
討
・
準
備

10
継続
実施

遊休市有財産
利活用の推進

さらなる市民サービスの向上及び健全
財政の維持に資するため、市有財産利
活用検討委員会において、全庁的な視
点から、市有財産である土地、建物の
有効かつ効率的な利活用に取り組むと
ともに、売却方針が決定した土地につ
いては、入札等により売却し、売却方
針が決定していない土地については、
短期貸付を行うことで、市有財産の有
効活用及び自主財源の確保を図る。

12
継続
実施

国民健康保険
税収納率の向
上対策

国民健康保険税の現年度課税分及び滞
納繰越分について、納税嘱託員の活用
や特別滞納整理課との連携など、徴収
強化策を積極的に推進し、滞納金額の
縮減と収入率の向上を図る。

催告書の送付を行い、差押処分の強
化、延滞金の完全徴収を図った。
また、納税嘱託員による訪問の強化も
図った。
なお、納税お知らせセンターによる電
話催告を行うとともに、口座振替世帯
数の増加対策について、加入促進通知
送付等に努めた。

継
続
実
施

11
継続
実施

自動販売機設
置事業者の公
募制度の導入

市有施設内への自動販売機の設置につ
いて公募制度を導入し、自主財源の確
保を図る。

吉野公民館及び上町ふれあい広場の2
施設において新たに自動販売機の公募
貸付を実施した。

検
討
・
準
備

利活用実施計画を策定した遊休市有財
産の新たな活用のほか、売却・貸付等
を実施した。
・売却件数　 4件（H29.3.14現在）
・貸付件数　23件（H29.3.14現在）

また、利活用実施状況の調査を実施
・計画策定した141施設のうち、処理
が完了したものを除く123施設
・更地、建物あり施設、5支所ほか

9
継続
実施

公用車（軽自
動車）の集中
管理・共用化

継
続
実
施

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒

実
施

⇒⇒

⇒

⇒⇒ ⇒ 国民健康保険課

⇒ ⇒

⇒
実
施

⇒ ⇒

⇒

各課で管理運用している公用車（軽自
動車）のうち、共用できる車両につい
て、集中管理により共用化し、効率的
な運用を図る。

本庁配置の公用車の一部について集中
管理・共用化を実施した。
［現在の共用化の状況］
本庁配置144台のうち38台を2グループ
に分けて実施
［稼働率］
76.0％（H29.3.31現在）
※管財課所管分のみ

管財課

管財課

⇒ 管財課

- 15 -
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・被保険者の負担軽減
・医療費の適正化
・H28年度末利用率　74.7％

【課題】
・ジェネリック医薬品に対する正
しい理解の普及

【効果】
・歳入の確保
　 8,541千円（H28実績）
・資源化率の向上
・埋立処分場の延命化

【課題】
・磁力選別装置及び搬送コンベ
ヤーの維持管理費が経年劣化で増
大するため、鉄屑相場とこれらの
維持管理費の収支比較による事業
判断が必要となる。

【効果】
・介護保険料収納率の向上
　26決算　　　97.96％
　27決算　　　98.00％
　28決算　　※98.01％
　　　　　　※29年4月末現在

【課題】
・普通徴収の口座振替申込率
・不納欠損額の増加
・滞納処分専任職員の未配置

継
続
実
施

⇒

検
討
・
準
備

検
討
・
準
備

実
施

⇒ ⇒

14
継続
実施

焼却灰中の鉄
くずの売却

これまで埋立処分していた北部清掃工
場の焼却灰中の鉄くずを、売却するこ
とで、収入を創出するほか、資源化率
の向上、埋立処分場の延命化を図る。

・鉄屑相場に対応できるように四半期
毎に入札を実施した。
・焼却灰から金属を取出す磁力選別装
置の整備を行い、鉄屑の品質確保に努
めた。

⇒

実
施

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒ 介護保険課⇒

13
継続
実施

ジェネリック
医薬品の利用
促進

ジェネリック医薬品（後発医薬品）の
利用を促進し、医療費の抑制による被
保険者の医療費負担の軽減及び国保財
政の健全化を図るため、ジェネリック
医薬品に切り替えた場合の自己負担額
の差額例を通知する。

薬代を減らせる可能性がある者に、削
減可能額などを記載したお知らせを送
付した。

・28年度　年4回通知
　延べ通知件数　21,659通

⇒

⇒ ⇒

15
継続
実施

介護保険料収
納率の向上対
策

介護保険料の現年度分及び滞納繰越分
について、徴収強化策を積極的に推進
し、滞納件数、収入未済額の縮減と収
納率の向上を図る。

・督促状の送付　　　　　　51,092件
・催告状の送付　　　　　　22,237件
・介護保険指導委員による納付指導、
　相談、徴収　　　　　　　11,207件
・納税お知らせセンターによる電話催
　告　　　　　　　　　　　 1,421件
・介護保険課職員による個別訪問指導
　　　　　　　　　　　　　　　10件
・滞納処分を前提とした預貯金調査
　　　　　　　　　　　　　　 103件
・差押件数　　　　　　　　 　　1件
・納付確約者や一定所得以上の未納者
　への文書催告　　　　　　 　533件
・介護保険指導員の訪問において常時
　不在者への文書催告　　 　　150件

国民健康保険課

北部清掃工場⇒



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・稼働能力を有する世帯へのケー
スワーカーによる自立支援の取組
の推進

【課題】
・特になし

【効果】
・事故の未然防止
・ライフサイクルコストの縮減
・維持保全の推進

【課題】
・計画推進のための財源確保
・公共施設等総合管理計画に基づ
く、公園施設長寿命化計画の見直
し

【効果】
・道路陥没事故等の未然防止
・ライフサイクルコストの最小化

【課題】
・計画推進のための財源確保
・公共施設等総合管理計画に基づ
く、長寿命化計画の見直し

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒
河川港湾課
谷山建設課

保護第一課
保護第二課
伊敷福祉課
吉野福祉課
谷山保護課

⇒ ⇒ ⇒ 公園緑化課

⇒

17
継続
実施

公園施設の長
寿命化

公園施設の予防保全的な管理や計画的
な改築等による事故の未然防止、ライ
フサイクルコストの最小化を目的とし
た、公園施設長寿命化計画に基づき、
公園施設の計画的で効率的な維持保全
の推進を図る。

・25年度に策定した公園施設長寿命化
計画に基づき、公園施設の改築等を
行った。
　○桜ケ丘中央公園ほか4公園

・公園内の橋梁に係る長寿命化計画を
策定した。
　○田之浦橋ほか11橋

18

16
継続
実施

生活保護高齢
者世帯等専任
支援員等の配
置

生活保護受給世帯の増加に伴う事務量
の増大に対応するとともに、稼動能力
を有する世帯へのケースワーカーによ
る自立支援の取り組みを充実するた
め、高齢者世帯等専任支援員（嘱託
員）を配置する。

検
討
・
準
備

⇒
実
施

検
討
・
準
備

実
施

⇒
実
施

⇒

⇒

生活状態が安定している世帯や長期入
院入所世帯を専任で担当する嘱託員を
配置した。
[29年3月現在]
保護第一課10名、保護第二課13名
谷山保護課8名、
伊敷福祉課3人、吉野福祉課3人
計37人

⇒

⇒
継続
実施

下水道（雨水
渠）の長寿命
化

下水道（雨水渠）の老朽化に伴う道路
陥没等の事故の未然防止及びライフサ
イクルコストの最小化を目的とした、
公共下水道（雨水渠）長寿命化計画に
基づき、予防保全型の管理を行う。

24年度に策定した公共下水道（雨水
渠）長寿命化計画に基づき、対策工事
を進めた。
　・1水路、43m

［全体計画］
　・対象施設：13水路、3,780ｍ
　・対策期間：26～30年度

- 17 -
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・事故の未然防止
・ライフサイクルコストの最小化

【課題】
・計画推進のための財源確保
・公共施設等総合管理計画に基づ
く、長寿命化計画の見直し

【効果】
・市営住宅使用料収入率の向上
　　27決算　　　 93.44％
　　28決算(目標) 93.44％

　※28年3月末 　 85.35％
　　29年3月末 　 86.19％

【課題】
・退去滞納者に対する効果的な徴
収対策の実施

【効果】
・予防保全的な改善等による安全
性の確保及びストックの長寿命化
・複数工種の同時施工による入居
者の負担軽減、経費縮減

【課題】
・短期保全計画に基づく工事を着
実に実施するための財源の確保
・公共施設等総合管理計画に基づ
く、「公営住宅等長寿命化計画
（短期保全計画含）」の見直し等

⇒ ⇒

住宅課

⇒

⇒ ⇒

19
継続
実施

23年度に策定した港湾長寿命化計画に
基づき、対策工事を進めた。
　・物揚場 矢板補修：1施設
　・物揚場 エプロン補修：4施設

［全体計画］
　・対象施設：14施設
　・対策期間：27～31年度

港湾の長寿命
化

港湾施設の計画的な点検・補修等によ
る事故の未然防止及びライフサイクル
コストの最小化を目的とした、港湾長
寿命化計画に基づき、予防保全型の管
理を行う。

短期保全計画に基づく主な修繕・改善
の実施状況

　・外壁改修：16棟
　・外壁補修：5棟
　・屋上防水：6棟

継
続
実
施

⇒

20
継続
実施

市営住宅使用
料収納対策の
強化

継
続
実
施

⇒ ⇒

検
討
・
準
備

実
施

⇒ ⇒ ⇒

昭和40年代から50年代にかけて建設さ
れた大量の市営住宅について、予防保
全的な改善等を行うことで、長寿命化
を図り、更新コストの削減、事業量の
平準化によるライフサイクルコストの
縮減につなげる。

公営住宅等長寿命化計画に基づき、短
期保全計画を策定
（短期保全計画は平成31年度まで策定
済。以降随時更新予定）

短期保全計画に基づき予防保全的な修
繕や改善を実施する。

市営住宅使用料の現年度分及び過年度
分未収金について、「滞納整理事務処
理要領」に基づき、催告書の送付や連
帯保証人への通知、悪質滞納者に対す
る提訴を行っている。
また、更なる滞納件数・滞納額の削減
と収入率の向上を図るため、特別滞納
整理班やお知らせセンター、収納嘱託
員による徴収対策を行っているが、年
度ごとにその実績と課題を検証し、よ
り効果的な取組を推進する。

〔29年3月末現在〕
　滞納者への文書催告　　　4,174件
　連帯保証人への通知　　　　401件
　悪質滞納者に対する提訴　　 25件
　
　明渡しの強制執行　     申立26件
                         断行15件
　お知らせセンターによる電話催告
　　　　　　　3,112件(2月末現在)
　滞納整理班等による夜間臨戸徴収
　　　　　　　　　　　　　　841件
　収納嘱託員による納付指導、徴収
　訪問戸数                5,187件

21
継続
実施

市営住宅の長
寿命化

⇒

河川港湾課⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ 住宅課



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・建築物の機能維持による市民
サービスの確保
・施設の長寿命化
・維持保全コストの縮減と平準化

【課題】
・厳しい財政状況のもと、増加傾
向にある老朽化施設に対する効果
的な事業の推進
・公共施設等総合管理計画に基づ
く、施設所管課と連携した「公共
建築物保全計画」の見直し等

【効果】
・資材費のコスト縮減
　(新規資材相当額)
　24～28年度実績:約1,200万円

【課題】
・対象資材の把握、保管、再使用
施設の照合

【効果】
・生涯維持管理コストの縮減
　(築後60年間までの維持管理コス
ト縮減）
　支援対象全体見込:約7,100万円
　28年度までの実績:約4,000万円

【課題】
・実施に向けた財源確保
・新たな縮減対象の検討

⇒

検
討
・
準
備

既存公共建築物について、中長期の視
点に立った計画的で効率的な維持保全
により、建築物の機能維持による市民
サービスの確保や施設の長寿命化、維
持保全コストの縮減と平準化を図る。

(1)計画的・効率的な維持保全
 ①既存公共建築物の保全計画の作成
 　 ソフトプラザかごしまなど53棟
 ②計画に基づく改修等の実施の支援
  　鴨池多目的屋内運動場など40棟
(2)日常の適正な維持管理
 ①日常点検に対する支援、協力
　・日常点検強化月間の実施：5月
　・全庁的な日常点検の実施支援
　　 669棟
　・現場における日常点検等の説明
　　 5会場
　・日常点検の現地個別支援
　　 4施設
(3)施設情報の一元化と保全情報の
　提供
 ①施設保全台帳による情報の一元化
 ②保全ニュースの配信
　　掲示板等にて5回

継続
実施

建築・設備資
材リユースの
取組

公共建築物のリユース可能な資材選定
のための募集を実施した。
ただし、28年度は、再利用可能な資材
が発生せず、リユースは実施していな
い。

24
継続
実施

公共建築物イ
ンハウスエス
コの取組

施設の光熱水費の契約や設備方式につ
いて、職員が保全計画の情報を生かし
て、電気や給排水設備の利用実態を踏
まえた技術的提案、検討を行い、契約
内容等を見直すことにより、設備の維
持管理コストの縮減を図る。

縮減が見込まれる施設について、提案
及び支援を行った。

・水道メーター口径の見直し
　2施設実施

施設の解体、改修の際に、これまで廃
棄していた床材、空調機等の資材につ
いて、保全計画の情報を生かして、再
使用できる施設での活用に取り組み、
コスト縮減や環境負荷の低減（CO2削

減）を図る。

22

23

継続
実施

公共建築物ス
トックマネジ
メントの推進

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒ 建築課

⇒ ⇒

検
討
・
準
備

実
施

実
施

⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒ 建築課

⇒ 建築課
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・事故の未然防止
・ライフサイクルコストの縮減

【課題】
・計画推進のための事業費の確保
・定期点検の結果に基づき、31年
度に長寿命化修繕計画の見直しを
行う。

【効果】
・「学校施設有効活用基礎調査」
では、将来の学校規模や維持保全
費等の予測をした。

【課題】
・鹿児島市公共施設等総合管理計
画の中で、公共施設の予防保全の
徹底という記載があるが、現在の
予算額では全ての学校施設の予防
保全は不可能である。
さらに、昭和50年代に大量に建設
された学校施設の老朽化が進み、
維持保全に要する費用が増えると
同時に、施設の建替えも進めてい
くこととなるが、現状の予算額で
は到底対応できないことから、施
設数の見直し等の抜本的な検討が
必要である。

【効果】
・現場活動の効率化、活動人員の
省力化及び活動の安全性の向上が
図れた。

【課題】
・特になし

検
討
・
準
備

継
続
実
施

継
続
実
施

⇒

⇒

⇒

⇒ 道路維持課

⇒⇒

・保全計画に基づき、予算の範囲内で
計画的な維持保全を推進した。

・学校施設規模の適正化を検討するた
め、「学校施設有効活用基礎調査」を
実施した。（49校）

・市立学校施設の中で最も古い松原小
学校の建替えに向けて基礎的な調査・
検討を行った。

25
継続
実施

学校施設建築
物ストックマ
ネジメントの
推進

橋りょう長寿命化修繕計画に基づく測
量設計・修繕工事や法定定期点検を
行った。
　・測量設計　　9橋
　・修繕工事　  9橋
　・定期点検　146橋

26
継続
実施

橋りょうの長
寿命化

従来の対症療法的な修繕及び架替えか
ら、橋りょう長寿命化修繕計画に基づ
く予防的な修繕及び架替えへと政策転
換を図ることで、橋りょうの長寿命化
並びに橋りょうの修繕及び架替えに要
する費用の縮減を図りながら、道路網
の安全性・信頼性を確保する。

⇒

市立学校施設について、中長期的視点
に立った保全計画を策定し、計画的で
効率的な維持保全を推進することによ
り、良好な教育環境の確保、学校施設
の長寿命化、建替えコストを含めた
トータルコストの縮減を図る。

27
継続
実施

消防車両等の
効率的な運用

消防力の低下を招かない範囲におい
て、現有の消防車両等の合理化・共有
化・見直しにより保有台数の削減を行
い、効率的な行財政運営を図る。

地域特性を鑑み、救助資機材を積載し
た水槽付消防ポンプ自動車や現有する
大型化学高所放水車と電気接続を行う
ことで泡原液の自動供給が可能な泡原
液搬送車等を導入し、車両の効率的な
運用を図った。

実
施

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

教育委員会
施設課

⇒

消防局総務課



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】※効果額を含む
・経営の健全化
 ※各年度末の資金不足率20％未満

（目標効果額）　120百万円

【課題】
・経営状況の共通認識

【効果】
・過年度収納率の向上

【課題】
・市外患者への徴収

【効果】
・経営の健全化
・職員一丸となった見直しによる
経営意識の高まり

【課題】
・高度急性期・急性期医療を提供
するための機能充実
・高度急性期・急性期病院として
の地域医療機関との連携

継
続
実
施

入院患者の医療費相談や文書等による
催告、嘱託員訪問徴収、保証人や市外
患者への督促及び窓口での納入相談の
充実など、徴収対策を行った。

⇒

⇒⇒
市立病院医事情報
課

⇒

⇒

⇒

⇒⇒ ⇒

実
施

30
継続
実施

鹿児島市病院
事業経営計画
の推進

平成24年度に策定した「鹿児島市病院
事業経営計画」に基づく取組みを推進
し、経営環境の変化等に対応し、引き
続き本県の中核的医療機関として、安
定した経営のもとで安心安全な質の高
い医療を提供する。

「鹿児島市病院事業経営計画」に基づ
き、患者数の確保や病床利用率の向上
に努めるとともに、医師や看護師など
の体制を充実し、病院としての機能を
高め医療サービス向上を図るなど、安
定経営に向けた取り組みを推進した。
また、同経営計画を診療報酬改定や国
の要請による新公立病院改革プラン策
定に対応するため、予定より１年前倒
しして見直しを行い、より時勢に即し
た内容とした。

診療費（患者個人負担分）の未収債権
について、徴収強化策を積極的に推進
し、収納率の向上を図る。

28

継続
実施

未収診療費(患
者個人負担
分）の徴収強
化

29

平成23年度に策定し、平成25年度に見
直しを行った「鹿児島市交通事業経営
健全化計画」に基づく取組を推進し、
交通局の経営の健全化を図る。

見直し後の「鹿児島市交通局経営健全
化計画」に基づき、引き続き経営の健
全化に向けた取組を推進するととも
に、次期計画の策定に向けて将来にわ
たり持続可能な方策の検討を行ってい
る。

継
続
実
施

⇒
継続
実施

鹿児島市交通
事業経営健全
化計画の推進

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒
市立病院経営管理
課

交通局総合企画課
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・改築費用の縮減、維持管理の効
率化等

【課題】
・優良財源の確保
・事業の平準化

【効果】
・事故の未然防止
・ライフサイクルコストの最小化

【課題】
・優良財源の確保

【効果】
・経営の健全化

【課題】
・特になし

【効果】
・水道施設や管路施設のライフサ
イクルコストの最小化及び更新事
業費の平準化を図れる。

【課題】
・耐用年数を迎え老朽化している
施設が増加傾向にあるなど、今
後、老朽施設の更新には多額の費
用が必要となる。

水道施設については、石井手取水場導
水ポンプなどの長寿命化対策を実施し
た。
管路施設については、適正な維持管理
を行うとともに、耐久性の高い材質の
管を採用することで、長寿命化対策を
実施した。

桜島フェリーの運航ダイヤについて、
現下の輸送実績や利用者の利便性等を
踏まえ、効率的なダイヤへの見直しを
行う。

実
施

効率的な事業運営を図るため、「鹿児
島市公共下水道事業全体計画」で処理
場の統廃合を位置づけ、当初の6処理
場を南部処理場と谷山処理場の2処理
場に統合する。また、汚泥処理につい
ては南部処理場に集約して処理する。

処理場の廃止に伴い必要となる代替施
設として、谷山幹線の整備を行った。

継
続
実
施

⇒

下水道施設の予防保全的な管理や計画
的な改築により、事故の未然防止及び
ライフサイクルコストの最小化を目的
とした「下水道長寿命化計画」を策定
し、下水道施設の計画的で効率的な維
持保全の推進を図る。

「下水道長寿命化計画（管渠）」に基
づき、約0.6ｋｍの汚水管の改築を
行った。また、「同計画(南部処理
場)」に基づき、高圧受変電設備等の
改築を行った。

平成27年度のダイヤ改定に基づき、効
率的な運航に努めた。

検
討
・
準
備

継続
実施

桜島フェリー
の運航ダイヤ
の改定

継続
実施

下水処理場の
統廃合

34

32
継続
実施

下水道の長寿
命化

31

33

⇒

⇒ ⇒

⇒

継
続
実
施

船舶局総務課、船
舶運航課

⇒

継
続
実
施

⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒
継続
実施

水道施設の長
寿命化

水道施設や管路施設の予防保全的な管
理や計画的な改築により、ライフサイ
クルコストの最小化及び更新事業費の
平準化を行い、水道施設や管路施設の
計画的で効率的な維持保全の推進を図
る。

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒
水道局下水道建設
課

水道局下水道建設
課
水道局下水道管路
課
水道局下水処理課

⇒

⇒
配水管理課
水道管路課

⇒ ⇒



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
①工事完了後のコスト効果額は、
改善前の26年度と比べ、年間で
・売電収入を　約39,000千円増加
・薬品費を　　約11,000千円縮減
・整備費を　　約44,000千円縮減
となり、合計のコスト効果額は年
間約94,000千円となる。

②関連施設の直接受電が可能か検
討した結果、使用している電気
ケーブルの耐用年数が残っている
ため、更新時期に合わせて計画し
たほうが経済的と判断し、実施時
期を33年度以降とした。

【課題】
・電力相場の下落に伴い、事業効
果の希薄化が懸念される。

【効果】
・保全計画に基づき、噴水等施設
の予防保全的な管理が行われるこ
とで、計画的で効率的な維持管理
の推進が図られるほか、施設の長
寿命化やコスト縮減、維持管理費
の平準化を図ることができる。
・効果額　約15,000千円
　（保全計画の計画年数36年間で
　の効果）

【課題】
・保全計画の見直し検討
・周辺環境の変化など施設の休
止、廃止を含めたコスト縮減の検
討

①２段ある集じん器を１段に集約する
ための２号炉の工事を計画どおり完了
し、消費電力削減等により売電収入が
増加し、また、薬品費、整備費等の維
持管理費を縮減することができた。
・２７年度：１号炉工事完了
・２８年度：２号炉工事完了

②工場から送電している関連施設（清
掃事務所）を電力会社からの直接受電
に切り替えることによる売電収入増加
の取り組みについて、実施が可能か検
討を行った。

36
継続
実施

都市景観施設
マネジメント
の推進

噴水等の都市景観施設（28施設）は、
老朽化が進んでおり、今後、故障等の
急激な増加が懸念されることから、保
全計画に基づき、予防保全的な管理や
計画的な修繕等を行うことで、施設の
長寿命化及び維持管理のコスト縮減を
図る。

・保全計画に基づく修繕の実施
・現在故障中である緊急遮断ゲートの
調査及び修繕
・噴水等施設稼働時間の短縮による光
熱水費の削減
　効果額　約341千円

35
継続
実施

北部清掃工場
における歳入
増歳出減の取
組

電力自由化の取組みによる効果を高め
るため、売電量の増や買電量の減に取
り組むなど、更なる歳入の増や歳出の
縮減を図る。

都市景観課

検
討
・
準
備

実
施

⇒

北部清掃工場

検
討
・
準
備

実
施

⇒

- 23 -
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(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・長期的な視点による、計画的な
更新、長寿命化などの取組によ
り、将来的な財政負担の軽減・平
準化が見込まれる。

【課題】
・施設評価を行い、実行性の高い
個別施設計画等を策定する必要が
ある。

【効果】
・歳入の確保
　寄附額（市直接分）
　　24,207千円（27決算）
　 306,652千円（28決算見込）

【課題】
・特になし

【効果】
・個人住民税収納率の向上

県特別滞納整理班徴収実績
（平成28年度実績）
・徴収額　262,119,457円(本税のみ)
・収納率　53.74%

※上記効果指標については、滞納者が
自主納付した分も含まれるため、県特
滞班による純粋な効果額ではない。

市民税(個人)滞納繰越分収入率
・平成27年度　26.14%
・平成28年度　34.61%

【課題】
・第48条引継期間終了後の滞納整理

37
継続
実施

個別施設計画の策定を推進し、庁内検
討会議の設置等を行った。

38
Ｈ28
新規

ふるさと納税
の推進

ふるさと納税にかかる寄附申込手続の
利便性を向上させるため、クレジット
決済を導入するとともに、お礼品を拡
充し、さらなるふるさと納税の推進を
図る。

個人住民税徴
収の強化

個人住民税について、地方税法第48条
に基づく県への徴収引継ぎや、県税徴
収対策官と市職員の相互併任方式によ
る滞納整理の取組を実施し、税収確保
や市職員の徴収技術の向上を図る。

・クレジット決済の導入
　　平成28年4月1日～
・お礼品目の拡充
　　平成27年度 　9品目
　→平成28年度 177品目（3月現在）
（牛肉、豚肉、焼酎、工芸品等を
　お礼品に加えた。）
・お礼品の選定、発送に係る業務委託
の導入

検
討
・
準
備

市職員と県税徴収対策官（5名）を相
互併任し、主に個人住民税の滞納整理
の取組を実施。

・引継対象者　　1,167人
 　 （谷山･喜入支所管轄の滞納者の
　　うち、市県民税（普通徴収･特別
　　徴収）滞納繰越分滞納額上位者）
・引継税額　　　487,771,510円

39
Ｈ28
新規

公共施設等総
合管理計画の
推進

厳しい財政状況が続く中で、今後、人
口減少等により公共施設等の利用需要
が変化していくことが予想されること
を踏まえ、27年度に策定した「公共施
設等総合管理計画」に基づき、長期的
な視点をもって、更新、長寿命化など
を計画的に行い、財政負担を軽減・平
準化する。

検
討
・
準
備

実
施

検
討
・
準
備

実
施

市民税課

納税課

管財課
教育委員会施設課
学務課

⇒
実
施



(3) スピード感を持った効果的な行財政運営の推進

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・財務情報を住民や議会等に対し
分かりやすく開示することによる
説明責任の履行の充実
・資産管理や予算編成、行政評価
等への活用による財政の効率化・
適正化

【課題】
・職員の複式簿記に対する知識の
不足

【効果】
・維持管理計画の策定により、更
新費用の平準化と維持管理コスト
の低減が図れるほか、交付金事業
等の活用が可能となる。

【課題】
・維持管理に係る事業費の確保

【効果】
・診療材料の経費の削減に効果が
見られた。
・職員の負担軽減が図られた。

【課題】
・特になし

平28年4月　参加申込書受付
　　　　　 企画提案書受付
　　　　　 1次審査（書面審査）
　　　5月　2次審査（プレゼンテー
　　　　　 ション開催)
　　　6月　契約　業務委託開始

道路舗装の現状を把握するため、542
路線、709kmの路面性状調査を行い、
その結果を基に、道路舗装の維持管
理・修繕を計画的に行う維持管理計画
の策定に向けた取組を進めていたとこ
ろ、計画における整備路線について
は、国で新設される公共施設等適正管
理推進事業債の対象になることが２９
年２月に分かった。これに伴い、この
事業債の活用に向けて計画内容の整理
を行うこととしたため、策定は２９年
５月となった。

42
Ｈ28
新規

41
Ｈ28
新規

道路舗装の効
率的な維持管
理の実施

都市計画道路及び幹線市道の舗装につ
いて、維持管理計画を策定し、効率
的、合理的な維持管理を実施する。

物品調達代行
等業務の委託

物品の調達代行及び管理補助業務を委
託することにより、診療材料の経費軽
減と業務の合理化を図る。

道路維持課

検
討
・
準
備

検
討
・
準
備
（

※
計
画
は
2
9
年
5
月
策
定
）

検
討
・
準
備

・総務省システムを導入し、財務シス
テム等の改修の実施
・開始貸借対照表の作成
・財務書類等の活用方法の検討
・年度内資産変動の管理
・固定資産台帳の整備

実
施

市立病院経営管理
課

40
Ｈ28
新規

統一的な基準
による地方公
会計の整備促
進

平成27年1月に国が示した通知（「統
一的な基準による地方公会計の整備促
進等について」）に基づき、固定資産
台帳の整備、発生主義・複式簿記の導
入を行い、財務書類等を作成する。

検
討
・
準
備

実
施

財政課
管財課

未実施 

⇒
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(4) 民間力のさらなる活用

22 23 24 25 26 27 28

【効果】
・公の施設における市民サービス
の向上と効率的な管理運営

【課題】
・特になし

【効果】
・公共掲示板の整備及び維持管理
に要するコストの縮減（新公共掲
示板の整備費用：80万円/基、旧公
共掲示板の維持管理費用：120万円
/年）
・デザインの統一による都市景観
の向上（見る側の約66％、利用者
の約86％が印象が良いと回答）
・新たな管理・運営システム導入
による市民サービスの向上（利用
者の80％が良くなったと回答）

【課題】
・民間事業者との協議を踏まえた
第3期の年度別整備箇所の検討

検
討
・
準
備

⇒ 南部清掃工場

実
施

⇒ ⇒ 都市景観課

【効果】
・従来の公設公営方式よりＤＢＯ
方式の方が財政負担の軽減が期待
できる。
・民間事業者が有するノウハウの
活用が期待できる。

管財課

2
継続
実施

民間力を活用
した公共掲示
板のリニュー
アル

老朽化した公共掲示板及びはり紙専用
広告塔について、民間力を活用したリ
ニューアル及び管理・運営を行う。
（事業にかかる費用は新たな公共掲示
板の片面に掲出する一般商業広告の広
告料収入により賄う。ゼロ予算事業）

・事業者と第3期整備箇所の検討を
行った。（※結果的に28年度の整備は
なし）
・公共掲示板（公共掲示面）広告掲出
基準の施行[H28.4.1］
・予約抽選会における同一団体での複
数参加に対する取扱いの制定
[H28.8.8]

検
討
・
準
備

⇒

3
Ｈ28
新規

民間力を活用
した新南部清
掃工場の整
備・運営

循環型社会及び低炭素社会の構築を推
進するため、施設の老朽化に伴い更新
を行う南部清掃工場のごみ焼却施設と
バイオガス施設を一体の施設として整
備する。
事業手法については、公共が資金調達
し、設計・建設・維持管理・運営まで
一括契約し、民間を活用する公設民営
方式いわゆるＤＢＯ方式で整備を進め
る。

事業者の選定に向け、鹿児島市ＰＦＩ
導入基本方針に基づき、実施方針の作
成・公表や要求水準書等の作成などを
行った。

Ｈ28.9　実施方針の公表
Ｈ29.1　実施方針（修正版）の公表
　　　　特定事業の選定・公表

1
継続
実施

指定管理者制
度の効果的な
運用

市民サービスのより一層の向上と効率
的な管理運営に資するため、公の施設
への指定管理者制度の導入について検
討するとともに、指定管理者に対して
適切なモニタリングや指導を行う。

指定管理者に対するモニタリングを実
施したほか、必要に応じ、指導を行っ
た。
［新規導入施設］
・平川動物公園（H28.4.1～）
・上町ふれあい広場・上町の杜公園
　（H28.10.21～）

継
続
実
施

⇒ ⇒

実施スケジュール 所管課

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

実施の効果・課題№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況



(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28

【効果】
・市政情報の発信における市民参
画の推進
・市政情報の充実に資する市民
ニーズの把握

【課題】
・特になし

【効果】
・課題に応じた効果的な取組によ
る安全性の向上
・推進体制（推進協議会、分野別
対策委員会）の整備による住民や
関係団体、団体等の連携強化
・地域組織の結束力の向上及び活
性化

【課題】
・モデル地区等の取組の全市的な
展開
・セーフコミュニティの考え方・
手法の浸透

広報紙「かごしま市民のひろば」に、
大学生と協働で特集記事を掲載(6月
号・11月号)したほか、大学生を含む
編集サポーター延べ16人がコラム記事
を掲載した。
また「まちかどコメンテーターアン
ケート」で市政広報に関する意見を収
集した。

検
討
・
準
備

実
施

2
継続
実施

市民委員会に
よる行政評価
の実施

総合計画の効率的かつ計画的な推進に
資するとともに、市民の視点に立った
成果重視型の行財政運営の実現を図る
ため、外部委員で構成する鹿児島市行
政評価市民委員会による評価を実施す
る。

所管課

実
施

広報課

実
施

⇒

行政管理課

⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒
平成29年度以降の行政評価の実施方法
等について検討した。

安心安全課

検
討
・
準
備

【効果】
・市民の視点に立った成果重視型
の行財政運営の推進

№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

3

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒1
継続
実施

市民協働によ
る広報紙の発
行と市政広報
に関する意見
の聴取

広報紙「かごしま市民のひろば」に、
市民等が取材・編集した記事を掲載す
るなど市民協働による広報紙発行を行
うとともに、今後の広報業務の参考と
するため、有識者等から市政広報に関
する意見を聴取する。

継続
実施

セーフコミュ
ニティの推進

安心安全に暮らせるまちづくりを目指
すため、セーフコミュニティの手法を
導入し、地域ごとの課題に対応した事
故等の防止策を市民や関係団体と協働
して実施する。

・平成27年度に国際認証を取得した
セーフコミュニティの取組の全市的な
展開を図るとともに、取組の評価・検
証を行った。

【推進組織の運営】
・鹿児島市セーフコミュニティ推進協
議会
・鹿児島市外傷サーベイランス委員会
・分野別対策委員会
（交通安全、学校の安全、子どもの安
全、高齢者の安全、ＤＶ防止、自殺予
防、防災・災害対策）
【主な取組】
・取組の全市的な展開
・セーフコミュニティ推進フォーラム
の開催
・年間レポートの提出
・取組の評価、検証
・事故やけがに関するアンケート調査
の実施
【セーフコミュニティ取組地域・地区
数（交通安全分野）】
　4地域・地区(29年3月末)

検
討
・
準
備
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(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・要支援者名簿を作成し、町内会
等と情報共有を行ったことで、災
害時の地域ぐるみの避難支援体制
の整備が図られた。

【課題】
・避難支援者の選定、個別支援計
画の充実

【効果】
・自主防災組織の結成及び活動促
進が図られ地域の防災体制が強化
された。
・安心安全なまちづくりに向け
て、地域団体の組織化が図られ、
住民による地域の安全向上の取組
が充実した。
・交通安全要望への適切な対応が
図られた。

【課題】
・防災活動が停止している自主防
災組織を活性化し、活動率を更に
上昇させる必要がある。
・安心安全ネットワーク会議の活
動の活性化が図られるよう支援す
る必要がある。

継
続
実
施

5
継続
実施

地域安心安全
推進指導員に
よる安心安全
なまちづくり
の推進

自主防災組織や地域安心安全ネット
ワーク会議の結成促進と活動支援のほ
か、地域からの交通安全に関する要望
について、現地調査や関係機関との連
絡調整等を行う地域安心安全推進指導
員を4人配置し、市民との協働による
安心安全なまちづくりを推進する。

4
継続
実施

避難行動要支
援者の避難支
援体制の確立

災害時に自力で避難することが困難な
重度の障害者や要介護者について名簿
を作成し、避難支援等関係者と支援に
必要となる情報の共有などを行い、地
域の中で避難の支援が受けられる体制
を確立する。

・27年度調査結果をまとめ、避難行動
要支援者名簿を作成し、町内会、警察
へ配布したほか、消防と情報共有を
行った。
・27年度調査以降、新たに支援対象者
となった方について、調査を行った。

①自主防災組織の結成や活動を促進す
るため、町内会等を訪問し、指導・助
言、連絡調整等を行った。
・新規結成: 12団体(29年3月末)
・結成総数:607団体(29年3月末)
・活動件数:262件  (29年3月末)

②地域安心安全ネットワークの結成や
活動を促進
・新規設置: 0団体(29年3月末)
・設置総数:79団体(29年3月末)

③交通安全に関する要望に係る現地調
査や関係機関との連絡調整を行った。
・要望件数 63件中58件に対応(29年2
月末)

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒
安心安全課
危機管理課

⇒ ⇒ 危機管理課⇒⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒



(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・非常時の迅速な対応
・地域の安全性の向上

【課題】
・事業や登録事業所の活動の周知
・地域団体との連携による活動の
充実を図る。

【効果】
・協働によるまちづくりの推進が
図られた（市民活動団体の活動促
進、自立支援）。

【課題】
・補助終了後の事業の継続
・行政担当課との関係づくり

【効果】
・知識や運営のノウハウの習得
・モチベーションの向上
・団体間の相互理解や情報交換の
ネットワークづくり

【課題】
・参加者の多様化
・参加者のニーズの多様化
・講座内容の充実

6
継続
実施

・安心安全協力事業所について、ホー
ムページや市民のひろばなどにより周
知を図り、登録を呼びかけた。
　登録数　754事業所(29年3月末現在)

・登録事業所に対し、防災、防犯・事
故防止に対する情報を提供するととも
に、本市と協力事業所間で情報を共有
し、連携を強化するために研修会を開
催した。

継
続
実
施

⇒

⇒7
継続
実施

ＮＰＯ等との
協働推進事業
の実施

8
継続
実施

ＮＰＯ等市民
活動の促進

ＮＰＯ等市民活動を促進するため、組
織運営の手法や事業の企画方法のノウ
ハウを習得する「市民活動応援講座」
を開催する。

事業所との協
働による安心
安全なまちづ
くりの推進

鹿児島市安心安全まちづくり条例に基
づく事業者の役割という観点から、犯
罪、事故、自然災害の未然防止や発生
時における対応について、事業所の協
力を得ることで、市と事業者が連携・
協力して安心安全なまちづくりを推進
するとともに、万が一のときの応援体
制を確立し、犯罪や事故、自然災害へ
の対応強化や迅速な対応を図る。

団体の習熟度に応じて、2コースの講
座を設置し、市民活動団体の組織運営
の手法や事業の企画方法のノウハウを
取得する講座を実施した。

○日　程　平成28年11月11日～28年11
月13日（全6回）
○場　所　鹿児島市教育総合センター
2階女性会館研修室（山下町6番1号）
○内　容
【基礎コース】
　・市民活動の基本について
　・参加の場のコーディネート術につ
いて
　・広報・ＰＲ術について
【発展コース】
　・課題設定・事業計画のポイント／
事業プラン作成について
　・プレゼンテーション・マッチング
について
○参加人数
【基礎コース】26名　【発展コース】
14名
【両コース受講者】10名

継
続
実
施

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒⇒

⇒

市民協働課

⇒ ⇒ ⇒ 市民協働課

⇒

⇒

市民と行政との協働による個性的なま
ちづくりを進めるため、公益的なサー
ビスを提供するＮＰＯ等の市民活動団
体の活動に対し、経費の一部を助成す
るほか、課題解決のための具体的な助
言等の支援を行う。
補助事業は公募により募集を行い、応
募があった事業について、選考審査会
の意見を踏まえ、選定する。

引き続き、公益的なサービスを提供す
るＮＰＯ等の市民活動に対し、経費の
一部を助成したほか、課題解決のため
の具体的な助言等の支援を行った。

（数値目標）
　指標　市民とつくる協働のまち事業
　　　　採択事業数
　実績　18事業/年（28年度）
　目標　15事業/年（28年度）

継
続
実
施

⇒ ⇒ 安心安全課⇒⇒
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(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・市民活動に対する情報の共有
化、職員の理解と意識の向上

【課題】
・ＮＰＯ等と庁内関係課のさらな
る連携強化

【効果】
・地域コミュニティ協議会の活動
内容等の情報発信
サイト登録団体　新規4団体、計8
団体

【課題】
・サイト登録団体の追加

【効果】
・市民主体の協働によるまちづく
りの推進

【課題】
・ワークショップを通じて委員が
習得した地域づくりのノウハウの
活用
・地域コミュニティ協議会との連
携

実
施

⇒

地域コミュニ
ティ連携組織
ポータルサイ
トの開設・運
用

地域コミュニティ協議会の活動内容等
を紹介するとともに、同協議会・町内
会等・市民との情報交換及び交流の場
となるポータルサイトを開設し、運用
する。

検
討
・
準
備

市内の13地域において､地域住民が主
体となって運営する「地域まちづくり
ワークショップ」の活動を支援する。

各ワークショップの「地域プラン」に
基づく取組に対して、事業助成などの
側面的支援を行うとともに、事業の総
括を行った。

ポータルサイトを運用するとともに設
立済の協議会を対象にFacebookの操作
研修を行った。
平成28年11月　研修会開催（2団体）

地域振興課

継
続
実
施

⇒

ＮＰＯ等市民
活動団体と庁
内関係課との
連携強化

庁内に「市民協働推進連絡会」を設置
し、ＮＰＯ等市民活動団体の状況等に
ついて、関係部局で情報を共有すると
ともに、本市の協働のあり方について
協議を行い、ＮＰＯ等市民活動団体と
庁内関係課との連携強化を図る。
また、ＮＰＯ、企業、市など多様な主
体の連携を進めるための取組を行う。

10
継続
実施

⇒

11
継続
実施

地域まちづく
りワーク
ショップへの
支援

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

市民協働推進連絡会を開催し、ＮＰＯ
等市民活動団体の組織、活動内容、将
来計画等について、関係課に情報を提
供するとともに、本市の協働の推進に
ついて検討した。また、ＮＰＯ、企
業、市の連携を進めるため、地域の課
題等について対話するワークショップ
を開催した。

（数値目標）
　指標　ＮＰＯ法人との協働事業数
　実績　38件（27年度）
　目標  45件（28年度）

継
続
実
施

9
継続
実施

⇒ 市民協働課⇒ ⇒⇒ ⇒

地域振興課



(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・地域主体のまちづくりの推進

【課題】
・住民への更なる周知
・早期設立
・参加団体の増加

【効果】
・市民との協働による消費者啓発
の推進が図られた。

【課題】
・講座実施スキルの平準化と向上
のための手法

【効果】
・改新交流センターを地域住民等
に利用していただくことにより、
地域の活性化が図られた。

【課題】
・改新交流センターの利用促進
・教室棟及び教員住宅利用者との
連携の在り方

【効果】
・市民総参加による美しいまちづ
くりの推進

【課題】
・一部のマナーの悪い方への対応

東桜島支所

⇒

継
続
実
施

⇒

検
討
・
準
備

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 環境衛生課

消費生活センター

⇒

15
継続
実施

「まち美化地
域指導員」の
認定支援

鹿児島市みんなでまちを美しくする条
例に基づき、自主的にまちの美化に係
る啓発及び指導を行う者を「鹿児島市
まち美化地域指導員」として認定し支
援することで、市民と行政とのパート
ナーシップに基づき、条例趣旨である
市民総参加による美しいまちづくりの
推進を図る。

まちの美化に関する啓発や声かけを行
う「まち美化地域指導員」の認定を推
進した。

・認定講習会　5回実施
・受講者数計　170名

⇒⇒

14
継続
実施

旧改新校区地
域活性化施設
整備に係る市
民との協働・
連携

地域住民のふれあい及び交流を促進
し、地域の活性化を図るため、改新交
流センターの管理運営を行う。
また、教室棟及び教員住宅は公募によ
り決定した利用者により地域活性化に
つながる事業を展開する。

・地域住民のふれあい及び交流を促進
し、地域の活性化を図るため、地域活
動・交流の拠点として整備した改新交
流センター（H28.3.17供用開始）の管
理運営を実施した。
・また、教室棟及び教員住宅は、外壁
改修工事や屋上防水工事などの改修工
事を行い、公募により決定した地域活
性化につながる事業を展開する利用者
に貸し出しを行った。

13
継続
実施

地域に根ざし
た消費者啓発
の推進

地域に根ざした啓発活動を推進し、消
費者被害の未然防止を図るため、地域
で啓発活動や簡易な出張講座を行う地
域消費者リーダーの養成及び新規育成
を行う。

消費者被害の未然防止を目的に、地域
消費者リーダーを養成し、消費生活に
係る情報提供や出張講座などを実施し
た。
・28年度地域消費者リーダー委嘱者数
　35人
・出張講座実施
　59回　延べ159人（講師リーダー）
・消費生活エキスポかごしま従事
　4日間　延べ55人

実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒12
継続
実施

鹿児島市コ
ミュニティビ
ジョンの推進

本市のコミュニティ施策の基本方針で
あるコミュニティビジョンに掲げる4
つの方策を推進し、地域の特性を生か
した協働によるコミュニティづくりを
進める。

各校区の地域コミュニティ協議会の設
立準備やプラン策定等に対し助成する
とともに、市内全域での早期設立に向
け、周知広報や地域連携コーディネー
ターによる支援を行ったほか、組織運
営に対する助成を拡充した。

【協議会設立状況と予定】
　24年度　　 3校区
　27年度　　26校区
　28年度　　29校区
　29年度　　13校区
　30年度　　 7校区
　時期検討中 1校区

地域振興課⇒

実
施

⇒
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(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・それぞれの地域の特性にあった
イベントや、見守り活動が行われ
るなど、地域福祉の意識の醸成が
図られた。

【課題】
・活動を担う人材の確保
・小地域ネットワーク活動の活性
化

【効果】
・市民等と協働・連携し、桜島の
活用策など、ジオの魅力・特性を
生かした取組について、一体的な
展開を図ることができた。

【課題】
・ジオパークの認知度の向上
・ジオパークに関わる人材の育成

【効果】
・森林・林業や緑化に関する意識
の高揚

【課題】
・企業やボランティア団体への森
林整備活動に関する理解を図る。

⇒ ⇒16
継続
実施

地域福祉ネッ
トワークの推
進

地域福祉支援員と地域福祉館等の職員
が連携して地域の福祉団体の育成・支
援を行い、地域福祉館等を拠点とした
地域福祉ネットワークの推進を図る。

地域福祉支援員等が、地域福祉館等を
拠点として活動する校区社協等の各種
団体と連携し、地域福祉ネットワーク
活動の充実と推進を図った。

地域福祉支援員（6人）
年間支援活動件数　7,444件

⇒ ⇒ ⇒

継
続
実
施

⇒

桜島・錦江湾
ジオパーク推
進における市
民等との協
働・連携

桜島・錦江湾ジオパークの世界認定に
向け、またジオパーク活動の推進を図
るため、観光・経済団体や地域・まち
づくり団体など様々な団体と協働・連
携しながら推進を図る。

ワーキンググループで市民等と連携
し、火山灰をテーマに活火山との共生
を考えるイベント「灰フェス」を開催
した。

日程：平成28年10月23日(日)
場所：かんまちあ
※かんまちあｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄと同日開
催

17
継続
実施

⇒ ⇒⇒18
継続
実施

市民と協働の
森林づくりの
推進

地球温暖化をはじめ、公益的機能を高
度に発揮する健全な森林を育成するた
め、企業やボランティア団体等が実施
する森林の整備活動を支援する。

企業やボランティア団体等へ情報提供
を行うとともに、森林整備活動を希望
する市民等を対象とした体験イベント
を開催した。
・体験イベント実施状況
　開催１回（下福元町）
　参加人数31人

⇒

検
討
・
準
備

実
施

継
続
実
施

地域福祉課

⇒ ⇒ ⇒ ジオパーク推進室

⇒ ⇒ 生産流通課



(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・歩道緑地帯の自主的な管理によ
る環境美化の推進

【課題】
・高齢化等による管理団体数の減
少

【効果】
・市民との協働による観光案内の
実施

【課題】
・外国人観光客への対応
・ガイドの高齢化
・乗客数の確保

【効果】
・関係機関との協力体制の構築
・健康づくりパートナー
　　登録事業所・・・50事業所
　　（29年3月31日現在）

【課題】
・特になし

市民ボランティアによる観光ガイドを
実施した。
・市民ボランティアガイド　11人
・利用者数　2,597人
・貸切電車（かごでん）での観光ガイ
ド　1便

継
続
実
施

⇒

19
継続
実施

⇒ ⇒

⇒ ⇒

検
討
・
準
備

⇒

⇒20

歩道緑地帯の
自主的な管理
の普及啓発

「自分たちの緑は自分たちの手で」を
モットーに、歩道緑地の自主的な管理
の普及を図るとともに、住みよい快適
環境づくりをめざす。

歩道緑地帯の管理団体（町内会、老人
会、あいご会など205団体）により、
月1回程度清掃等の作業が行われた。

・市道237か所、県道29か所、国道19
か所

21
継続
実施

働く世代の健
康づくりの推
進

地域・職域連携推進専門部会を開催す
るなど、事業所との協働により、働く
世代の生活習慣の改善やメンタルヘル
スの対策など健康づくりの推進に取り
組む。

継
続
実
施

⇒

・地域・職域連携推進専門部会の開催
　　2回開催、出席者34人
・地域・職域連携推進協議会の開催
　　2回開催、出席者43人
・健康づくりパートナー関係者連絡会
　　2回開催、出席者22人
・健康づくりパートナー及びトク得応
援隊の募集・登録
　　募集開始：平成28年11月1日
　　登録開始：平成29年1月1日

継続
実施

観光電車サ
ポートガイド
を活用した観
光電車の運行

⇒ ⇒

九州新幹線の全線開業に伴い運行を開
始した観光電車の車内において、観光
サポートガイド（市民ボランティア）
による観光ガイドを行う。

電車事業課
観光プロモーショ
ン課

⇒ ⇒ 公園緑化課

⇒
実
施

保健政策課
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(5) 市民との協働の推進

22 23 24 25 26 27 28
所管課№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール

【効果】
・協議会等の開催を通じて、関係
者間の情報共有や生活支援の担い
手の養成、高齢者支援の活動促進
が図られた。

【課題】
・介護予防・生活支援サービスの
提供体制の充実

【効果】
・学生においては、町内会活動の
役割を学び、活動への参加のきっ
かけとなった。
・町内会においては、学生の視点
を取り入れた新たな取組を行う
きっかけとなった。

【課題】
・ワークショップ参加の学生確保
については、大学等との密な連携
が必要となる。
・行事等への学生派遣については
町内会への更なる周知。

23
Ｈ28
新規

大学等と連携
した町内会加
入促進活動等
の支援

市内の大学等と連携し、学生の参加に
よる町内会活動等の支援に取り組む。

地域振興課

検
討
・
準
備

実
施

・学生（鹿児島大学・国際大学・志學
館大学）と町内会役員によるワーク
ショップの開催（4回）
・町内会行事等への学生の派遣体制づ
くりと周知

22
継続
実施

生活支援体制
整備事業

生活支援コーディネーター3人を地域
包括支援センターに配置し、介護予
防・生活支援サービス事業者協議会を
開催するとともに、生活支援の担い手
を養成した。
・介護予防・生活支援サービス事業者
　協議会の開催
・介護予防・生活支援サービス従事者
　研修会の開催
　　回数　4回
　　修了　延約219人

生活支援コーディネーターを地域包括
支援センターに配置し、介護予防・生
活支援サービス事業者協議会等を開催
するとともに、センター職員と連携し
ながら生活支援の担い手の養成やサー
ビスの開発を行う。

長寿支援課

検
討
・
準
備

実
施

⇒



(6) 社会貢献活動の充実

22 23 24 25 26 27 28

【効果】
・参加者に対する市政を知っても
らう機会の提供

【課題】
・受入時期や人数の平準化

【効果】
・職員の地域活動等への参加意識
の高揚

【課題】
・研修内容、時間の充実

【効果】
・地球温暖化対策に対する職員の
意識向上
・市役所の省資源、省エネルギー
化の推進

【課題】
・対象施設の増減や天候による影
響が大きく、職員の努力だけでは
目標達成が困難

4
継続
実施

地球温暖化対
策アクション
プラン（事務
事業編）の推
進

地球温暖化対策アクションプラン（事
務事業編）に基づき、事業者・消費者
の立場から率先して温室効果ガスや電
気使用量の削減に取組み、市役所の事
務事業に伴って生じる環境負荷を可能
な限り低減する。

地球温暖化対策アクションプラン（事
務事業編）に基づく取組を推進した。
・点検担当者及び推進員研修会の開催
・エコオフィスプラン支援システムの
運用
・環境政策推進会議の開催
・29年度～計画最終年度（33年度）の
削減目標、個別目標の設定

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒

職員の社会貢
献活動の促進

地域社会の一員として、職員による地
域活動やボランティア活動を促進する
ため、市民局、健康福祉局と連携し
て、職員の社会貢献活動の支援体制を
充実させる。

職員研修の中で、地域活動等の活動事
例の報告などを行い、ボランティア活
動への参加を促進した。
【職員研修】
・新規採用職員研修(受講者91人)
・採用3年目研修(受講者96人)
・採用7年目研修(受講者73人)
・新任主査研修(受講者165人)

継
続
実
施

2
継続
実施

【効果】
・庁舎等における省エネ
・緑の街並みづくりの推進

【課題】
・植物の維持管理 ⇒ ⇒

継
続
実
施

⇒3
継続
実施

公共施設への
緑のカーテン
の設置

庁舎等の公共施設に緑のカーテンを設
置し、省エネを図るとともに、緑の街
並みづくりを推進する。

庁舎等の公共施設に緑のカーテンを設
置した。
・緑のカーテン設置施設
本庁舎東別館、各支所、環境未来館、
斎場、健康増進施設、地域福祉館、保
健センター、都市農業センター、水族
館、公園、消防分遣隊、市立病院、交
通局、水道局、船舶局、公民館、小中
学校　など

№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況

⇒ ⇒ ⇒1
継続
実施

インターン
シップの受入
れの推進

インターンシップ（職場体験学習）の
受入れをより積極的に推進し、公共活
動の推進を担う市役所として教育環境
の整備に貢献する。

大学、高等学校、中学校等からのイン
ターンシップ実習生を受け入れた。
【28年度受入】
　・市長部局等 131人
　・水道局 16人
　・交通局 56人
　・船舶局 20人

継
続
実
施

⇒

人事課
水道局総務課
交通局総務課
船舶局総務課

実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

人事課⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒

管財課
消防局総務課
市立病院総務課
水道局総務課
ほか

⇒ ⇒ ⇒ 環境政策課

⇒ ⇒ ⇒
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(6) 社会貢献活動の充実

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・大気汚染防止及び地球温暖化防
止

【課題】
・特になし

【効果】
・地球温暖化防止

【課題】
・特になし

【効果】
　市民の目に見える形で、市職員
が率先して様々なボランティア活
動に取り組むことにより、市と市
民とのパートナーシップによる地
域福祉の推進が期待できる。

【課題】
・特になし

⇒ ⇒ 地域福祉課⇒ ⇒

5
継続
実施

公用車への環
境対応車の導
入推進

公用車の購入にあたっては、環境対応
車導入指針に基づき、電気自動車な
ど、より環境への負担の少ない環境対
応車の導入を進める。

公用車へ環境対応車を導入した。
・クリーンディーゼル自動車16台
　　　　　　（うち市営バス10台）

継
続
実
施

⇒ ⇒ ⇒

再生可能エネル
ギー推進課

6
継続
実施

公共施設への
太陽光発電シ
ステムの導入

「鹿児島市メガソーラー発電所計画」
に基づき、公共施設へ率先して計画的
に太陽光発電システムを導入する。

本庁舎、高齢者福祉センター伊敷・西
部親子つどいの広場に太陽光発電シス
テムを設置した。

実
施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

7
継続
実施

わがまち市役
所ボランティ
ア隊の活動

温かい心で地域社会を支えあい、より
住みよいまちづくりを進めるため、職
員によるボランティア活動に取り組
み、市と市民とのパートナーシップに
よる地域福祉を推進する。

活動状況（延べ102人参加）
・「ボランティアでまちを美しく」
　　中央駅や天文館周辺の清掃
・「薩摩義士頌徳慰霊祭」運営補助
・「錦江湾サマーナイト大花火大会」
　 翌日の会場周辺清掃
・「ランニング桜島大会」運営補助
　 等のボランティアに参加

継
続
実
施

⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒
再生可能エネル
ギー推進課

⇒



(6) 社会貢献活動の充実

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・真砂福祉館など7施設の平均で約
31％の電気使用量を削減
・吉野公民館で約54％の電気使用
量を削減

【課題】
・施設管理者や利用者の省エネル
ギーに対する意識及び取組の継続

【効果】
・児童生徒の環境に対する意識の
醸成
・二酸化炭素排出量の削減
【課題】
・老朽化に伴う修繕費が増加して
いる。
・計量法に基づく売電メーターの
交換に要する費用が集中する年度
がある。

【効果】
・ヒートアイランド現象の抑制
・児童生徒への環境教育及び教育
環境の充実

【課題】
・芝生の維持管理

【効果】
・バリアフリーへの対応
・地球温暖化の防止

【課題】
インバウンドの影響等で車両の需
要が増えたことにより、発注から
納車までに要する期間が長くな
る。

9
継続
実施

小中学校への
太陽光発電装
置の整備

11
継続
実施

低公害低床型
バスの導入

老朽化した車両について、国が定める
移動等円滑化基準や市環境基本計画に
基づき、低公害低床型のバスを年次的
に導入する。

老朽化した車両について、低公害車11
両(うちノンステップバス10両)を導入
した。

ノンステップバス10両　29年4月納車
貸切観光バス1両　30年度納車予定

継
続
実
施

10

⇒ 設備課

⇒

学校施設の緑
化推進

ヒートアイランド現象の抑制や児童生
徒への環境教育及び教育環境の充実の
ため、18年度から実施したモデル事業
の結果を踏まえながら、校庭の芝生化
や樹木植栽等による学校施設の緑化を
推進する。

小学校3校、高等学校1校の校庭芝生の
修繕を行った。

【これまでの整備校数：小学校70校、
中学校32校、高等学校2校】

継
続
実
施

公共建築物に
おける環境対
策

地球温暖化対策として、公共建築物に
おける低炭素化を図るため、省エネル
ギー運転支援及び環境対策技術導入に
取り組み、公共建築物の省エネルギー
化を推進する。
平成22年度比で、電気使用量25％削減
と50％削減を目指す取組を行う。

省エネルギー25％の取組
・真砂福祉館など7施設で、環境対策
技術導入後の効果検証を実施

省エネルギー50％の取組
・吉野公民館で、環境対策技術導入後
の効果検証を実施

継
続
実
施

⇒ ⇒

継
続
実
施

⇒

⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

継続
実施

⇒ ⇒8
継続
実施

⇒

⇒ ⇒

交通局バス事業課

教育委員会施設課

⇒ ⇒ ⇒ 教育委員会施設課⇒

「鹿児島市メガソーラー発電所計画」
に基づき、小中学校に太陽光発電装置
を年次的に整備していく。

小学校9校、中学校8校において、売電
メーターやファンユニット等の太陽光
発電設備の修繕を行った。

⇒ ⇒⇒ ⇒ ⇒
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(6) 社会貢献活動の充実

22 23 24 25 26 27 28
№ 区分 項目名 取組の概要 28年度の実施状況 実施の効果・課題 実施スケジュール 所管課

【効果】
・地球温暖化防止
・市民、事業者への普及啓発

【課題】
・特になし

12
継続
実施

再生可能エネ
ルギーの導入
推進

再生可能エネルギーの導入に向け、本
市が取組む方向性や具体的項目を掲げ
る行動計画を策定し、この計画に基づ
き、年次的に事業を実施する。

鹿児島市再生可能エネルギー導入促進
行動計画に基づき再生可能エネルギー
の導入推進を行った。
・ゼロエネルギー住宅整備促進事業の
実施
・本庁舎別館、高齢者福祉センター伊
敷・西部親子つどいの広場への太陽光
発電システム設置　等

⇒
再生可能エネル
ギー推進課

検
討
・
準
備

⇒ ⇒
実
施


